
消費生活相談はまずはお電話で 海部地域消費生活センター

　　0567-23-0150　まで

不安に思うことがあれば早めに消費生活センターに相談しましょう

・プロパンガスは自由価格のため、ガス会社によって料金やサービスは

　様々に異なり、一律に定められた適正価格といったものはありません。

・他社よりも極端に料金を安くするという勧誘は要注意です。

　最初だけ安くしてすぐに値上げをしたり、徐々に値上げしたりして

　結局は高い料金になる場合もあります。

・石油情報センターのホームページで、プロパンガス料金の地域別の

　調査価格（最高値、最低値、平均値）が公表されています。

・一般社団法人全国LPガス協会（※類似の名称には要注意！）

　のHPにガス料金や契約時の注意点が掲載されています。

住　　所　： 津島市西柳原町１丁目１４番地（愛知県海部総合庁舎１階）

対　　象　： 海部地域の市町村に在住・在勤・在学の方

相談日時　： 月曜から金曜　９：００～１６：３０※国民の祝日と１２月２９日～１月３日を除く

プロパンガスの契約先変更は慎重に！！

★「今よりも安くなる」がいつまでも続くとは限りません
料金変更や拘束期間、解約時の負担など契約内容を事前にしっかり確認しましょう

★契約先を変更すると元の契約先で解約料がかかる場合があります

★契約してしまってもクーリング・オフできる場合があります

★トラブル回避のポイント★

契約変更前に契約書などで現在の契約の解約条件等を確認しておきましょう
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プロパンガスの適正料金を定めているという団体から、団体に所

属するガス会社を紹介するという勧誘を受けた。所属会社以外の

ガス会社の料金は高いと言われた。信用できるか。

訪問販売で「料金が安くなる」とプロパンガスの切替えを勧め

られた。元の契約先より５００円も安い基本料金を提示され契

約変更した。半年後に基本料金も単価も値上げされた。納得で

きない。


